
令和６年度診療報酬改定 Ⅲ－４－５ 地域移⾏・地域⽣活⽀援の充実を含む質の⾼い精神医療の評価

地域生活入院中 〜 退院入院初期

精神科病院・診療所

（入院前 〜 ）

⾏政

（新）精神科入退院支援加算

（新）精神科地域包括ケア病棟⼊院料（通算180日）
（新）⾃宅等移⾏初期加算（通算90日）

（⾒直し）精神科在宅医療の推進に向けた評価の充実
 精神科在宅患者⽀援管理料の対象患者を拡大
（精神科地域包括ケア病棟からの退院患者等を追加）
 在宅精神療法にも療養⽣活継続⽀援加算を設ける 等

⾏政 障害福祉サービス
等事業所

訪問看護
ステーション

⾃宅等への移⾏

 ⾃宅等移⾏率

（新規患者）6月以内に７割

 直近１年間の⼊院期間を通算

○ 入退院支援部門の設置
○ 入院早期からの退院支援（計画、会議）

地域生活に向け
た支援が必要な
回復期患者の
受入れ

○ ⾃宅等から⼊院

○ 他の精神病床から

転院・転棟

（⾒直し）
地域移⾏機能強化
病棟⼊院料

 届出期限の延⻑
 要件⾒直し

機能集約

精神科回復期医療
 多職種含め13対１の人員配置

 地域定着も含めた退院支援

精神科在宅医療の提供
 在宅医療、訪問看護等の提供実績

かかりつけ精神科医機能
 地域の精神科医療提供体制への貢献

 時間外診療、精神科救急医療の提供

 退院後の⽣活を⾒据えた⽀援
 関係機関との日常的な連携を推進

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進

【経過措置】
（※１）令和７年５⽉31日まで
（※２）令和７年９⽉30日まで

（※２）

（※１）

（※１） （その他）データ提出加算の届出（※2）

病状等に応じて再入院を含め柔軟に入退院を運用
退院後は、在宅医療、情報通信機器を⽤いた精神療法、
時間外診療等を活⽤し、地域⽣活を⽀え、不安定な症
状等にもできる限り入院外で対応

⇒ 地域平均生活日数の向上

地域に貢献する精神科医・医療機関におけるかかりつけ精神科医機能を評価
⼿厚い診療に重点を置いた評価体系へ⾒直しつつ、早期介⼊、トラウマ⽀援、児童思春
期の患者に対する診療等、多職種の専⾨的知⾒を活⽤した質の⾼い診療・⽀援を評価
包括的⽀援マネジメント、在宅医療を推進し、⽣活や病状に応じた地域⽣活⽀援を充実

精神科病院・
診療所

【通院・在宅精神療法】
（⾒直し）

60分以上の充実
30分未満の適正化

療養⽣活継続⽀援加算の充実
（新）

早期診療体制充実加算
児童思春期支援指導加算

⼼理⽀援加算
情報通信機器を用いた場合

外来医療等

精神疾患を有する者の地域移⾏・地域定着に向けた重点的な⽀援（イメージ）

中 医 協 検 － １ － ３ 参 考
７ ． ４ ． ９
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精神科入退院支援加算の新設

令和６年度診療報酬改定 Ⅲ－４－５ 地域移⾏・地域⽣活⽀援の充実を含む質の⾼い精神医療の評価－③

 精神病床に入院する患者に対して、入院早期から包括的支援マネジメントに基づく入退院支援を
⾏った場合の評価を新設する。

 精神科措置入院退院支援加算について、精神科入退院支援加算の注加算として統合する。

（新） 精神科入退院支援加算 1,000点（退院時１回）
（新） 注２ 精神科措置入院退院支援加算 300点（退院時１回）

［算定要件］（概要）
（１）原則として入院後７日以内に患者の状況を把握するとともに退院困難な要因を有している患者を抽出する。
（２）退院困難な要因を有する患者について、原則として７日以内に患者及び家族と病状や退院後の生活も含めた話合いを⾏うとともに、

関係職種と連携し、入院後７日以内に退院支援計画の作成に着手する。
（３）退院支援計画の作成に当たっては、入院後７日以内に病棟の看護師及び病棟に専任の入退院支援職員並びに入退院支援部門の看護

師及び精神保健福祉士等が共同してカンファレンスを実施する。
（４）当該患者について、概ね３⽉に１回の頻度でカンファレンスを実施し、⽀援計画の⾒直しを適宜⾏う。なお、医療保護⼊院の者に

ついて、精神保健福祉法第33条第６項第２号に規定する委員会の開催をもって、当該カンファレンスの開催とみなすことができる。

［施設基準］（概要）
（１）当該保険医療機関内に⼊退院⽀援部⾨が設置されていること。
（２）当該入退院支援部門に専従の看護師及び専任の精神保健福祉士又は専従の精神保健福祉士及び専任の看護師が配置されていること。
（３）入退院支援及び地域連携業務に専従する看護師又は精神保健福祉士が、各病棟に専任で配置されていること。
（４）次のア又はイを満たすこと。

ア 以下の（イ）から（ホ）に掲げる、転院⼜は退院体制等についてあらかじめ協議を⾏い連携する機関の数の合計が10以上であ
ること。ただし、（イ）から（ホ）までのうち少なくとも３つ以上との連携を有していること。
（イ）他の保険医療機関
（ロ）障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等事業者
（ハ）児童福祉支援法に基づく障害児相談支援事業所等
（ニ）介護保険法に定める居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護⽀援事業者⼜は施設サービス事業者
（ホ）精神保健福祉センター、保健所⼜は都道府県若しくは市区町村の障害福祉担当部署

イ 直近１年間に、地域移⾏⽀援を利⽤し退院した患者⼜は⾃⽴⽣活援助若しくは地域定着支援の利⽤に係る申請⼿続きを⼊院中に
⾏った患者の数の合計が５人以上であること。

※精神科措置⼊院退院⽀援加算の要件については、現⾏と同様。 222



精神疾患を有する者の地域移⾏・地域定着に向けた重点的な⽀援を提供する病棟の評価の新設

令和６年度診療報酬改定 Ⅲ－４－５ 地域移⾏・地域⽣活⽀援の充実を含む質の⾼い精神医療の評価－①

 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進する観点から、精神疾患を有する者の地
域移⾏・地域定着に向けた重点的な⽀援を提供する精神病棟について、新たな評価を⾏う。

（新） 精神科地域包括ケア病棟⼊院料 1,535点（１日につき）
⾃宅等移⾏初期加算 100点（１日につき）

［算定要件］（概要）
（１）精神科救急急性期医療⼊院料、精神科急性期治療病棟⼊院料及び精神科救急・合併症⼊院料（精神科救急急性期医療⼊院料等）を

算定した期間と通算して180日を限度として、所定点数を算定する。ただし、精神科救急急性期医療⼊院料等を算定する病棟から
退院した⽇から起算して３⽉以内に当該病棟に⼊院した場合も、精神科救急急性期医療⼊院料等を算定した期間を算⼊する。

（２）当該病棟に転棟若しくは転院⼜は⼊院した⽇から起算して90日間に限り、⾃宅等移⾏初期加算として、100点を加算する。
（３）過去１年以内に、精神科地域包括ケア病棟⼊院料⼜は⾃宅等移⾏初期加算を算定した患者については、期間の計算に当たって、

直近１年間の算定期間（算定した⽇数）を180日又は90日に通算する。
（４）精神病棟⼊院基本料（15対１、18対１、20対１）、精神療養病棟⼊院料、認知症治療病棟⼊院料、地域移⾏機能強化病棟⼊院料

を届け出ている病棟から、当該病棟への転棟は、患者１人につき１回に限る。
（５）当該病棟の⼊院患者に対しては、主治医が病状の評価に基づいた診療計画を作成し、適切な治療を実施するとともに、医師、看護

職員、薬剤師、作業療法⼠、精神保健福祉⼠、公認⼼理師等の多職種が共同して、個々の患者の希望や状態に応じて、退院後の療
養⽣活を⾒据え必要な療養上の指導、服薬指導、作業療法、相談⽀援、⼼理⽀援等を⾏う。

（６）当該病棟の入院患者のうち必要なものに対しては、療養上の指導、服薬指導、作業療法、相談⽀援⼜は⼼理⽀援等を、１⽇平均２
時間以上提供していることが望ましい。

（７）症状性を含む器質性精神障害の患者にあっては、精神症状を有する状態に限り、単なる認知症の症状のみを有する患者については、
当該⼊院料を算定できない。

［算定イメージ］

4504203903603303002702402101801501209060300
最初の入院
からの日数

精神科救急急性期
医療⼊院料等

退院

精神科地域包括ケア病棟⼊院料は年間180⽇、⾃宅等移⾏初期加算は年間90日算定可

精神科地域包括ケア病棟⼊院料 退院

⾃宅等移⾏初期加算
例①

例②

救急、急性期から入棟する場合は、精神科救急急
性期医療⼊院料等と通算して180日以内の算定

１年（365日）

１年（365日）精神科地域包括ケア病棟⼊院料は年間180日、
⾃宅等移⾏初期加算は年間90日算定可

3
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精神疾患を有する者の地域移⾏・地域定着に向けた重点的な⽀援を提供する病棟の評価の新設

令和６年度診療報酬改定 Ⅲ－４－５ 地域移⾏・地域⽣活⽀援の充実を含む質の⾼い精神医療の評価－①

［施設基準］（概要）

【精神科回復期医療の提供】

地域定着も含めた退院支援多職種の重点的な配置

 精神科入退院支援加算の届出（①）
 精神障害者の地域生活を支援する関係機関等（※２）との連携
（※２）障害福祉サービス等事業者、介護サービス事業所、⾏政機関
（都道府県、保健所、市町村）等

 看護職員、作業療法⼠、精神保健福祉⼠及び公認⼼理師で13:1
(⽇勤帯は作業療法⼠、精神保健福祉⼠及び公認⼼理師の数が１以上)
 看員職員で15:１以上（必要最小数の４割以上が看護師）
 夜勤の看護職員数２以上

その他

 クロザピンを処方する体制 データ提出加算に係る届出（②）

 精神科救急急性期医療⼊院料を算定する病床数が120床以下
 精神科救急急性期医療⼊院料、精神科急性期治療病棟⼊院料⼜は精神科地域包括ケア病棟⼊院料を算定する病床数の合計が200床以下

精神科救急医療、時間外診療の提供

 ア又はイを満たしていること（①）
ア 常時対応型施設又は⾝体合併症救急医療確保事業において指定を受けている医療機関
イ 病院群輪番型施設であって、時間外、休日又は深夜において、⼊院件数が年４件以上⼜は外来対応件数が年10件以上

［経過措置］（①）令和７年５⽉31日まで（②）令和７年９⽉30日まで

 当該病棟の入院患者のうち７割以上が入院日から起算して６⽉以内に退院し、⾃宅等へ移⾏すること。（②）
ただし、（★）を満たす医療機関においては、６割以上を満たすこと。⾃宅等への移⾏実績

4

かかりつけ精神科医機能

地域の精神科医療提供体制への貢献

 当該保険医療機関の常勤の精神保健指定医が、指定医の公務員としての業務（※）等を年１回以上⾏っていること。（①）
（※）措置⼊院時の診察、精神医療審査会における業務等

【精神科在宅医療の提供】精神科訪問診療、訪問看護等の提供実績

 ア⼜はイ及びウ〜オのいずれかを満たしていること。（①） ※いずれも直近３か月間の算定回数

ア 精神科訪問看護・指導料（Ⅰ）及び（Ⅲ）60回以上 イ 訪問看護ステーションにおける精神科訪問看護基本療養費 300回以上
ウ 精神科退院時共同指導料 ３回以上 エ 在宅精神療法 20回以上 オ 精神科在宅患者⽀援管理料 10回以上（★）
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 医療機関における⾝体的拘束を最⼩化する取組を強化するため、⼊院料の施設基準に、患者⼜は他
の患者等の⽣命⼜は⾝体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、⾝体的拘束を⾏ってはなら
ないことを規定するとともに、医療機関において組織的に身体的拘束を最小化する体制を整備する
ことを規定する。

身体的拘束を最小化する取組の強化身体的拘束を最小化する取組の強化

令和６年度診療報酬改定 Ⅰ－１ 医療従事者の⼈材確保や賃上げに向けた取組ー②

【身体的拘束最小化の基準】
［施設基準］
（１）当該保険医療機関において、患者⼜は他の患者等の⽣命⼜は⾝体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、⾝体的拘束を⾏っては

ならないこと。

（２） （１）の⾝体的拘束を⾏う場合には、その態様及び時間、その際の患者の⼼⾝の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな
らないこと。

（３） 身体的拘束は、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制
する⾏動の制限をいうこと。

（４）当該保険医療機関において、⾝体的拘束最⼩化対策に係る専任の医師及び専任の看護職員から構成される身体的拘束最小化チームが設
置されていること。なお、必要に応じて、薬剤師等、⼊院医療に携わる多職種が参加していることが望ましい。

（５）身体的拘束最小化チームでは、以下の業務を実施すること。

ア 身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知徹底すること。

イ 身体的拘束を最小化するための指針を作成し、職員に周知し活用すること。なお、アを踏まえ、定期的に当該指針の⾒直しを⾏うこ
と。また、当該指針には、鎮静を⽬的とした薬物の適正使⽤や（３）に規定する⾝体的拘束以外の患者の⾏動を制限する⾏為の最⼩化
に係る内容を盛り込むことが望ましい。

（６） （１）から（５）までの規定に関わらず、精神科病院（精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む）における身体
的拘束の取扱いについては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定による。

5

⾝体的拘束を最⼩化する取組の強化（⼊院料通則の改定③）

[経過措置] 令和６年３⽉31⽇において現に⼊院基本料⼜は特定⼊院料に係る届出を⾏っている病棟については、令和７年５⽉31日までの間に限り、
身体的拘束最小化の基準に該当するものとみなす。

・ 精神科病院（精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む）における身体的拘束の取扱いについては、
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定によるものとする。

・ ⾝体的拘束最⼩化に関する基準を満たすことができない保険医療機関については、⼊院基本料（特別⼊院基本料等を除
く）、特定⼊院料⼜は短期滞在⼿術等基本料（短期滞在⼿術等基本料１を除く。）の所定点数から１⽇につき40点を減
算する。
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令和６年度診療報酬改定 Ⅲ－４－５ 地域移⾏・地域⽣活⽀援の充実を含む質の⾼い精神医療の評価－④〜⑧

通院・在宅精神療法外来通院
保険医療機関内

在宅
保険医療機関外

（新）【早期診療体制充実加算】

（⾒直し）【療養⽣活継続⽀援加算】

（新）【⼼理⽀援加算】

 「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」構築推進に資する外来・在宅医療の提供
 地域に貢献する精神科医・医療機関におけるかかりつけ精神科医機能を評価
 ⼿厚い診療に重点を置いた評価体系へ⾒直しつつ、早期介⼊、トラウマ⽀援、児童思春期の患者に対する診療等、多職種の
専⾨的知⾒を活⽤した質の⾼い診療・⽀援を評価

 包括的⽀援マネジメント、在宅医療を推進し、⽣活や病状に応じた地域生活支援を充実

【かかりつけ精神科医機能を有する外来医療機関における⼿厚い診療等の提供体制を評価】

○ 初診、30分以上の診療を⼀定以上の割合で実施していること

○ 担当医、多職種による質の⾼い精神科診療を継続的に実施できる体制

○ 精神保健指定医として業務等を⾏う常勤の精神保健指定医、多職種の配置

○ 地域の精神科医療提供体制への貢献（時間外診療、精神科救急医療等の提供） 等

【外来、在宅診療における包括的⽀援マネジメントを推進】

○ 療養⽣活継続⽀援加算と療養⽣活環境整備指導加算を統合 ○ 在宅精神療法を算定する患者についても算定可能に⾒直し

 看護師等又は精神保健福祉士による面接（月１回）、多職種カンファレンス（３月１回）、精神保健福祉士の専任配置 等

【「情報通信機器を⽤いた精神療法に係る指針」を

遵守しつつ、「にも包括」に資する

情報通信機器を⽤いた精神療法を推進】

○ 過去１年以内に対⾯診療を⾏った患者

○ 地域の精神科医療提供体制への貢献

 精神保健指定医として業務等を⾏う精神保健指

定医による実施

 時間外診療、精神科救急医療等の提供

○ 安全性を確保した向精神薬の処方

 ３剤以上の抗うつ薬等処⽅時は算定不可 等

通院精神療法
（新）【情報通信機器を用いた場合】

（対象患者の拡大）
【精神科在宅患者⽀援管理料】
※通院・在宅精神療法には含まれない

（充実）60分以上・初診 （適正化）30分未満

（新）【児童思春期支援指導加算】

【児童思春期の精神疾患患者に対して、

多職種が連携して⾏う外来診療を評価】

○ 適切な研修を修了した精神科医の指⽰の下、

専任の多職種が30分以上の指導管理

○ ２名以上の多職種を専任配置（うち１名以

上は適切な研修の修了を要件） 等

【心的外傷に起因する症状を有する患者に対

して、公認⼼理師が⾏う⼼理⽀援を評価】

○ 外傷体験を有し、心的外傷に起因する症状

を有する患者

○ 精神科医の指⽰を受けた公認⼼理師が、

30分以上⼼理⽀援(⽉２回、２年を限度) 等

精神医療における外来、在宅診療に係る評価の⾒直し（イメージ）
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通院・在宅精神療法の⾒直し及び早期診療体制充実加算の新設

令和６年度診療報酬改定 Ⅲ－４－５ 地域移⾏・地域⽣活⽀援の充実を含む質の⾼い精神医療の評価－⑤

 通院・在宅精神療法について、60分以上の精神療法を⾏った場合及び30分未満の精神療法を⾏った
場合の評価を⾒直す。

通院・在宅精神療法の⾒直し通院・在宅精神療法の⾒直し

改定後現⾏【通院・在宅精神療法】

１ 通院精神療法

660点660点イ 措置⼊院退院後の患者に対して、⽀援計画で療養を担当する精神科医師が⾏った場合

600点560点精神保健指定医による場合
ロ 初診日に60分以上

550点540点精神保健指定医以外の場合

410点410点精神保健指定医による場合
30分以上

ハ イ及びロ以外の場合
390点390点精神保健指定医以外の場合

315点330点精神保健指定医による場合
30分未満

290点315点精神保健指定医以外の場合

２ 在宅精神療法

660点660点イ 措置⼊院退院後の患者に対して、⽀援計画で療養を担当する精神科医師が⾏った場合

640点620点精神保健指定医による場合
ロ 初診日に60分以上

600点600点精神保健指定医以外の場合

590点550点精神保健指定医による場合
60分以上

ハ イ及びロ以外の場合

540点530点精神保健指定医以外の場合

410点410点精神保健指定医による場合30分以上60分未
満 390点390点精神保健指定医以外の場合

315点330点精神保健指定医による場合
30分未満

290点315点精神保健指定医以外の場合
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通院・在宅精神療法の⾒直し及び早期診療体制充実加算の新設

令和６年度診療報酬改定 Ⅲ－４－５ 地域移⾏・地域⽣活⽀援の充実を含む質の⾼い精神医療の評価－⑤

 精神疾患の早期発⾒及び症状の評価等の必要な診療を⾏うにつき⼗分な体制を有する医療機関が精
神療法を⾏った場合について、通院・在宅精神療法に加算を設ける。

（新） 早期診療体制充実加算

［算定要件］（概要）

早期診療体制充実加算の新設早期診療体制充実加算の新設

（２）（１）以外の場合
（１）最初に受診した日から
３年以内の期間に⾏った場合

15点20点病院の場合

15点50点診療所の場合

（１）当該患者を診療する担当医を決めること。
（２）担当医は、当該患者に対して、以下の指導、服薬管理等を⾏うこと。
ア 原則として、患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に療養上必要な指導及び診療を⾏う。
イ 患者の状態に応じて適切な問診及び⾝体診察等を⾏う。

特に、精神疾患の診断及び治療計画の作成並びに治療計画の⾒直しを⾏う場合は、
詳細な問診並びに身体診察及び神経学的診察を実施し、その結果を診療録に記載する。

ウ 患者が受診している医療機関を全て把握するとともに、処方されている医薬品を全て管理し、
診療録に記載する。

エ 標榜時間外の電話等による問い合わせに対応可能な体制を有し、
当該患者に連絡先について情報提供するとともに、受診の指⽰等、速やかに必要な対応を⾏う。

オ 必要に応じて障害⽀援区分認定に係る医師意⾒書又は要介護認定に係る主治医意⾒書等を作成
すること。

カ 必要に応じ、健康診断や検診の受診勧奨や、予防接種に係る相談への対応を⾏う。
キ 患者⼜は家族等の同意について、署名付の同意書を作成し、診療録に添付する。
ク 院内掲示やホームページ等により以下の対応（※）が可能なことを周知する。
ケ 精神疾患の早期介⼊等に当たっては、「早期精神病の診療プランと実践例」等を参考とする。

ケースマネジメント

障害福祉サービス等の相談

介護保険に係る相談

相談支援専門員、介護支援専門員
からの相談に対応

市町村等との連携

入院していた患者の退院支援

⾝体疾患の診療、他科連携

健康相談、予防接種の相談

可能な限り向精神薬の多剤、⼤量、
⻑期処⽅を控えていること

（※）院内、HP等において、以下
の対応を⾏っている旨を掲⽰
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精神保健指定医、多職種の配置等

常勤の精神保健指定医を１名以上配置

多職種の活⽤、専⾨的な診療等に係る加算のうち
いずれかを届出

通院・在宅精神療法の⾒直し及び早期診療体制充実加算の新設

令和６年度診療報酬改定 Ⅲ－４－５ 地域移⾏・地域⽣活⽀援の充実を含む質の⾼い精神医療の評価－⑤

［施設基準］（概要）

早期診療体制充実加算の新設早期診療体制充実加算の新設

初診、30分以上の診療等の診療実績

過去６か月間の30分以上又は60分以上の通院・在宅精神療法の算定回数／通院・在宅精神療法の算定回数≧５％

【診療所】過去６か月間の「初診日に60分以上」の通院・在宅精神療法の算定回数（合計）／勤務する医師数≧60

地域の精神科医療提供体制への貢献（時間外診療、精神科救急医療の提供等）

アからウまでのいずれかを満たすこと。
ア 常時対応型施設（精神科救急医療確保事業） 又は ⾝体合併症救急医療確保事業において指定
イ 病院群輪番型施設（精神科救急医療確保事業）であって、

時間外、休日又は深夜において、⼊院件数が年４件以上 又は 外来対応件数が年10件以上
ウ 外来対応施設（精神科救急医療確保事業） 又は 時間外対応加算１の届出

かつ 精神科救急情報センター、保健所、警察等からの問い合わせ等に原則常時対応できる体制

常勤の精神保健指定医が、精神保健福祉法上の精神保健指定医として業務等を年１回以上⾏っていること。
※常勤の精神保健指定医が複数名勤務している場合は、少なくとも２名が当該要件を満たすこと

療養⽣活継続⽀援加算
児童思春期精神科専⾨管理加算
児童思春期支援指導加算
認知療法・認知⾏動療法
依存症集団療法
精神科在宅患者⽀援管理料

精神科入退院支援加算
精神科リエゾンチーム加算
依存症⼊院医療管理加算
摂⾷障害⼊院医療管理加算
児童思春期精神科⼊院医療管理料

精神保健指定医として業務等を⾏う常勤の精神保健指定医を配置

9
99



情報通信機器を⽤いた通院精神療法に係る評価の新設

令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－１ 医療DX の推進による医療情報の有効活⽤、遠隔医療の推進－⑩

 「情報通信機器を⽤いた精神療法に係る指針」を踏まえ、情報通信機器を⽤いて通院精神療法を実
施した場合について、新たな評価を⾏う。

（新）通院精神療法 ハ 情報通信機器を⽤いて⾏った場合
（１）30分以上（精神保健指定医による場合） 357点
（２）30分未満（精神保健指定医による場合） 274点

［対象患者］
情報通信機器を⽤いた精神療法を実施する当該保険医療機関の精神科を担当する医師が、同⼀の疾病に対して、過去１年以内の期

間に対⾯診療を⾏ったことがある患者
［算定要件］（概要）
（１）情報通信機器を⽤いた精神療法を⾏う際には、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」及び「情報通信機器を⽤いた精神療

法に係る指針」（以下「オンライン精神療法指針」という。）に沿った診療及び処⽅を⾏うこと。
（２）当該患者に対して、１回の処方において３種類以上の抗うつ薬または３種類以上の抗精神病薬を投与した場合には、算定できない。
［施設基準］（概要）
（１）情報通信機器を⽤いた診療の届出を⾏っていること。
（２）オンライン精神療法指針に沿って診療を⾏う体制を有する保険医療機関であること。
（３）オンライン精神療法指針において、「オンライン精神療法を実施する医師や医療機関については、精神障害にも対応した地域包括

ケアシステムに資するよう、地域における精神科医療の提供体制への貢献が求められる」とされていることから、以下のア及びイ
を満たすこと。

（ハ）（ロ）（イ）

• 外来対応施設（★） 又は
時間外対応加算１の届出

• 精神科救急情報センター、保健所等からの
問い合わせ等に原則常時対応できる体制

• 病院群輪番型施設（★）
• 時間外、休日又は深夜において、

⼊院件数が年４件以上 又は
外来対応件数が年10件以上

• 常時対応型施設（★） 又は
⾝体合併症救急医療確保事業において指定

（ロ）（イ）

• 精神保健福祉法上の精神保健指定医として業務等を年１回以上
⾏っていること。

• 時間外、休⽇⼜は深夜における外来対応施設での外来診療 又は
救急医療機関への診療協⼒を、年６回以上⾏うこと。 10

ア 地域の精神科救急医療体制の確保に協⼒している保険医療機関 ※（イ）から（ハ）までのいずれかを満たすこと

イ 情報通信機器を⽤いた精神療法を実施する精神保健指定医が、精神科救急医療体制の確保へ協⼒ ※（イ）又は（ロ）のいずれかの実績

（★）精神科救急医療体制整備事業における類型
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⼼理⽀援加算の新設

令和６年度診療報酬改定 Ⅲ－４－５ 地域移⾏・地域⽣活⽀援の充実を含む質の⾼い精神医療の評価－⑦

 ⼼的外傷に起因する症状を有する患者に対して適切な介⼊を推進する観点から、精神科を担当す
る医師の指⽰を受けた公認⼼理師が必要な⽀援を⾏った場合の評価を新設する。

（新） ⼼理⽀援加算 250点（月２回）

［算定要件］（概要）
（１）⼼理に関する⽀援を要する患者に対して、精神科を担当する医師の指⽰を受けた公認⼼理師が、対面による⼼理⽀援を30分以上実

施した場合に、初回算定日の属する月から起算して２年を限度として、⽉２回に限り算定できる。（通院・在宅精神療法を実施した
月の別日に当該支援を実施した場合においても算定可。）

（２）実施に当たっては、以下の要件をいずれも満たすこと。
ア 対象患者︓外傷体験（※１）を有し、心的外傷に起因する症状（※２）を有する者として、精神科医が⼼理⽀援を必要と判断したもの

（※１）⾝体的暴⾏、性的暴⼒、災害、重⼤な事故、虐待若しくは犯罪被害等
（※２）侵⼊症状、刺激の持続的回避、認知と気分の陰性の変化、覚醒度と反応性の著しい変化⼜は解離症状

イ 医師は当該患者等に外傷体験の有無等を確認した上で、当該外傷体験及び⼼的外傷に起因する症状等について診療録に記載する。

DSM-５ PTSDの診断基準（抄） 成⼈、⻘年、６歳を超える⼦供の場合

実際にまたは危うく死ぬ、重症を負う、性的暴⼒を受ける出来事への曝露。（※１）A

心的外傷的出来事の後に始まる、その心的外傷的出来事に関連した侵入症状の存在。B

⼼的外傷的出来事に関連する刺激の持続的回避。C

心的外傷的出来事に関連した認知と気分の陰性の変化。D

⼼的外傷的出来事と関連した、覚醒度と反応性の著しい変化。E

障害（基準B、C、DおよびE）の持続が１ヵ月以上。F

その障害は、臨床的に意味のある苦痛、または社会的、職業的、または他の重要な領
域における機能の障害を引き起こしている。

G

その障害は、物質（例︓医薬品またはアルコール）または他の医学的疾患の⽣理学的
作用によるものではない。

H

Ａ外傷体験

ＢからＥまでのいずれか
⼜は解離症状

＋

⼼理⽀援加算の対象患者

（※１）について、直接体験したものの他、直接⽬撃したものや、近親者⼜は親しい友⼈に起こった暴⼒的な出来事等の外傷体験に起因する場合も含まれる。

11

を有する者として、精神科医が
⼼理⽀援を必要と判断したもの
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児童思春期支援指導加算の新設

令和６年度診療報酬改定 Ⅲ－４－５ 地域移⾏・地域⽣活⽀援の充実を含む質の⾼い精神医療の評価－⑥

 児童・思春期の精神疾患患者に対する外来診療の充実を図る観点から、多職種が連携して患者の
外来診療を実施した場合について、通院・在宅精神療法に加算を設ける。

（新） 児童思春期支援指導加算
イ 60分以上の通院・在宅精神療法を⾏った場合 1,000点
（当該保険医療機関の精神科を最初に受診した⽇から３⽉以内に１回限り）

ロ イ以外の場合
(１) 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した⽇から２年以内 450点
(２) (１)以外の場合 250点

［算定要件］（概要）
（１）通院精神療法を算定する患者であって、20歳未満のものに対して、児童思春期の患者に対する精神医療に係る適切な研修を修了し

た精神科を担当する医師の指示の下、児童思春期の患者に対する当該⽀援に専任の保健師、看護師、理学療法⼠、作業療法⼠、⾔語
聴覚⼠、精神保健福祉⼠⼜は公認⼼理師が、当該患者に対して、対面による療養上必要な指導管理を30分以上実施した場合に算定す
る。なお、精神科を担当する医師が通院・在宅精神療法を実施した⽉の別⽇に当該⽀援を実施した場合においても算定できる。

（２）多職種が共同して支援計画を作成すること。
（３）指導管理及び⽀援計画の内容に関して、患者等の同意を得た上で、学校等、児童相談所、児童発達⽀援センター、障害児⽀援事業

所、基幹相談⽀援センター⼜は発達障害者⽀援センター等の関係機関に対して、⽂書による情報提供や⾯接相談を適宜⾏うこと。
（４）患者の支援方針等について、概ね３月に１回以上の頻度でカンファレンスを実施し、必要に応じて⽀援計画の⾒直しを⾏うこと。
（５）１週間当たりの担当患者数は30人以内とする。
（６）20歳未満加算⼜は児童思春期精神科専⾨管理加算を算定した場合は、算定しない。
［施設基準］（概要）
（１）児童思春期の患者に対する精神医療に係る適切な研修を修了した精神科の専任の常勤医師が１名以上配置されていること。
（２）児童思春期の患者に対する当該支援に専任の保健師、看護師、理学療法⼠、作業療法⼠、⾔語聴覚⼠、精神保健福祉⼠⼜は公認⼼

理師が２名以上かつ２職種以上配置されており、そのうち１名以上は児童思春期の患者に対する精神医療に係る適切な研修を修了し
た者であること。

（３）当該保険医療機関が過去６か⽉間に初診を実施した20歳未満の患者の数が、月平均８人以上であること。

 児童思春期支援指導加算の新設に伴い、20歳未満加算について、評価を⾒直す。
改定後

【通院・在宅精神療法 20歳未満加算】320点

現⾏

【通院・在宅精神療法 20歳未満加算】350点 121212

KTQUD
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